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                                     平  成  １６  年  度 
 
                          定  期  監  査（工  事  監  査）報  告  書 
 
第１  監査の対象 
        全部局における土木、建築、その他関連工事の中から契約金額が１件２，０００万円以上で、 

平成１６年１０月３０日現在、施工中の工事３３件 
 
第２  監査の期間 
        平成１６年１１月１６日から平成１７年１月２５日まで 
 
第３  監査の方法 
        監査は、都市監査基準準則に基づき、主に計画、設計、積算、契約、施工、維持管理等について、

経済性、効率性、安全性、及び諸手続が適正に確保されているかを主眼として実施した。 
        なお、実施にあたっては、「工事技術調査業務委託契約」に基づき社団法人大阪技術振興協会か

ら派遣された技術士１名（建設）を交えて工事関係職員からの説明を聴取し、設計図書、監査資料

等の書類審査及び現場調査を行った。 
 
第４  監査の結果 
    １  監査を実施した工事 
        監査を実施した工事は、監査の対象３３件の中から抽出し、新都心(仮称)小学校校舎及び水泳

プール新築工事(１工区建築)外４件の工事監査を実施した。 
    ２  監査所見 
        各工事について課長等から説明があったのち、担当職員より契約事務・計画・設計・仕様・積

算・施工計画・各種試験・検査・施工管理等の各項目について説明を聴取した。 
        これらの各項目の各段階において実施された工事が適正であるかどうかについて、書類審査及び

現場確認検査を実施した。 
その結果は、次のとおりである。 

（１）共通的事項 
ア 関係書類を検査し、疑問点は説明者に質し、当該工事の計画、調査、仕様、積算、契約、施工

管理、品質管理、監理監督等の各段階における技術的事項の実施態様について、整合性を検査し

た結果、おおむね適正である。 
イ 積算に関する設計内訳書・数量計算書・積み上げ計算等を重点的に検分する限りでは、沖縄県

土木工事標準積算基準書、実施設計単価表、建設物価、積算資料、見積り比較等に基づき積算さ

れ、資料も整理されており、おおむね妥当な積算である。 
ウ  契約関係書類を検分する限りでは、業者指名表、入札結果表、予定価格調書、損害賠償保険加

入証、社会保険等納入通知書、前払金保証、工事履行保証、監督員通知書、現場代理人届、主任

技術者届等、必要書類はおおむね適正に整備されている。 
（２）個別的事項 

Ⅰ 新都心(仮称)小学校校舎及び水泳プール新設工事(1 工区建築)  

Ⅰ-１ 工事概要 

 1) 工事場所 那覇市銘苅 2 丁目 3-20 
 2) 工事内容  鉄筋コンクリート造 3 階建新築（直接基礎） 
 建築面積 1,854ｍ2  延床面積 3,692ｍ2  
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 3) 工事請負業者 (株)沖創建設・(有)大光建設産業・(有)城正建設 JV 
     [15JV による指名競争入札] 
      代表者；(株)沖創建設 
 4) 設計業務委託業者 (株)都市建築設計・(株)設備研究所設計 JV 

           施工監理   (株)都市建築設計(管理者:赤嶺康太郎/1 級建築士他資格) 
        5)   工事費 設計金額 ¥ 719,901,000 円（消費税含む） 
                        請負金額    ¥ 690,900,000 円（消費税含む） 
                        落札率       96.9% (対予定価格／事前公表) 
        6)  工事期間 平成 15 年 9 月 24 日～平成 17 年 3 月 17 日 
 7) 工事進捗状況 進捗率 計画 77.3% 実施 72.4%(10 月末現在) 
 8) 入札年月日    平成 15 年 8 月 13 日 
 9) 契約年月日 平成 15 年 9 月 24 日（議会承認日） 
  
Ⅰ-２ 書類調査における所見 

[事業目的] 
本事業は新都心の整備に伴う住民の増加が著しく、近隣 3 つの小学校から分離して銘苅地区に平成 17

年 4 月開校を予定した 36 番目の小学校と幼稚園を新設するもので、当工事においては小学校の校舎及び

水泳プールの新設と、付属施設として飼育小屋や土つくり小屋等を建設するものである。 
[建設に際して配慮したこと] 
設 計 
① 工事コスト縮減 
  ライフサイクルコストの低減（コンクリートの耐久性向上、施設の省エネ化、環境との調和等）や

社会的コストの低減（リサイクルの推進等）に配慮して設計している。 
② 環境対策 
  那覇市が推進する屋上緑化や雨水貯留、太陽光や風力の新エネルギーの活用等による環境への配慮

設備やそれを学習に活用できる設定など、所謂“エコスクール”を設計に取り入れている。 
③ ユニバーサルデザイン 
  プールサイドのゴムタイル使用、扉や廊下の段差削除など各所にバリアフリーに配慮した取り組み

を行っている。 
④ シックスクール症候群対策 
  学校建築における VOC（揮発性有機化合物）対策、即ちシックスクール症候群対策では「学校環

境衛生の基準」の留意事項に従い、室内濃度が建築基準法や厚生労働省の策定した指針値以下になる

よう設計等に配慮している。 
工事中の安全・環境等対策 
限られた敷地内と期限内において、多数の請負業者により同時期に校舎、屋内運動場（体育館）、幼

稚園園舎、外構工事など多数の工事が行われるため、関係請負人による協議会組織（8 元請業者）の設

置・運営を行うことにより、作業間の連絡調整、作業所の合同巡視、工程計画及びクレーン等機械設備

の配置、交通誘導員の配置などを行い安全、かつスムーズな施工が行われるよう配慮している。 
 

[調査結果] 
工事関係書類は、必要にして十分であり、かつよく整備されている。別紙「工事監査調書」（調査対

象書類）から提示された書類を検分し、疑問点は直接担当者に質し、当工事の計画・設計・仕様、積

算・契約、施工管理・品質管理及び施工監理等の各段階における技術的事項の実施態様について重点的

に調査した。その結果は特に留意が望まれる事項はあるが、適切な監督員の指導と業者の対応が伺え、

863 



             那 覇 市 公 報  号外第６５０号  2005（平成 17）年 2 月 10 日 

総括的に良好であると判断され、特に指摘すべき重大な問題点はない。 

なお、各項目についての所見及び留意事項は、以下に示す通りである。 
１）設計図書に関する書類について 
＊シックスクール症候群対策に関して 
昨今社会的にも厳しい対応が迫られている学校建築における「シックスクール症候群対策」を当設計

図の特記仕様書において、塗料、接着剤、木材等の材料選定時の配慮事項を各工種毎に記し、末尾であ

るが各部屋の室内濃度の測定を義務付けており、また、最近に追加された「環境基準」指針にも対応し

て工事中管理していることは評価できる。ただ、建築基準法や厚生労働省指針等で示されていることに

は具体的に濃度指針値、測定方法、削減策等の特記事項について「VOC 削減特記仕様書」を作成し、

この点に関しより充実した設計の内部化が必要と思われる。また、今工事においても室内濃度の測定に

より「指針値以上の測定結果が出た場合の削減策」についてメーカーを含めた請負業者と検討しておく

必要があると思われる。一昨年の城西小学校や昨年の繁多川公営住宅建築において指導しているとおり、

シックスクール症候群対策により一層の取り組みが望まれる。 
 
２）積算に関する書類について 

設計内訳書を重点的に検分する限りでは、沖縄県土木建築部積算基準（平成 15 年度）及び沖縄県標

準単価表に従い積算している。単価表にないものは建設物価等から、また業者見積では３社以上のもの

から最安値で単価設定している。工事コスト縮減には前述のとおりの取り組みであり、直接仮設費（外

部足場やその養生シート、交通誘導員、乗り入れ構台）では必要最小限の範囲で積算するなど、何れも

適切に単価を決定し、予め決められた積算ルールに従い積算しており妥当な積算であると認める。また、

積算のチエック体制については工事設計書(表紙)に示すとおり、設計、検算、審査（係長）の 3 人によ

る役割分担が明確であり内部統制機能が確立している。 
 
３）契約に関する書類について 

契約関係書類を重点的に検分する限りでは、 
① 市内 A ランク業者スポンサーの共同企業体の指名競争入札による契約方式 
② 見積期間(指名通知 7 月 29 日入札 8 月 13 日とその間平日 10 日であり、5 日間の短縮処置あり) 
③ 前払金保証・工事履行保証（何れも西日本建設業保証会社による保証） 
④ 現場代理人届・監理技術者届（経歴書、資格証コピ-、工事カルテの提出あり） 
⑤ 工事保険等の加入（請負者賠償責任保険、法定外労災保険、火災保険の加入証の提示あり） 
⑥ 下請業者届（施工体制台帳及び施工体系図の提示あり） 
など関係書類はよく整備され何れも適正である。 

＊設計等委託業務の契約約款の条項（見直し）について（各工事の共通事項） 
当工事の設計業務では旧来の委託契約約款を使用している。特に知的創作が伴う建築物の設計では著

作権の設定が必要な場合もあり、著作物を守る「著作人格権」（他人に譲渡できないもの）は著作物の

公表や著作物の改変など無断で利用されないよう法律で制限しているが、著作権の及ぶ範囲を成果物の

引渡しに際し明確にしておく必要がある。国や県レベルでは著作権を規定している「公共工事設計業務

等委託業務契約約款」を既に使用しており、当市においても既に検討中とのことであるが、知的所有権

に関する契約約款条項の改正が必要と思われる。 
 
４）施工管理・品質管理に関して 

本工事の本建築工事は設計図面及び特記仕様書を優先して、記載ない事項は「建築工事共通仕様書

／国土交通省（平成 13 年版）」とそれに基づく「建築工事監理指針(平成 13 年版)」により、以下の

通り施工管理等を行っている。 
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① 施工計画書 
「施工計画書記載事項チエックシート」により点検済みである。 

② 実施工程表 
実施工程表は市様式による出来高工程曲線の併記のものを利用し、工程管理面では夏季の度重な

る台風の影響でやや遅れはあったものの工期に大きく影響せず挽回可能と判断している。ただ、未

だ全面に外部足場がある現状では今後工期まで厳しい工程管理が必要と思われる。 
③ 工事日報、工事記録写真（業者提出あり） 
④ コンクリートの品質管理（使用材料承諾願の提出等） 

2 社の生コン工場を利用した使用区分は明確であり、各種試験結果・検査結果の添付があり、特

に鉄筋コンクリート用の生コンクリートでは水セメント比(W/C) を 55%以下に抑えていることは

評価できる。など報告等は何れも適正でよく整備されている。 
 ＊適正な基礎地盤の確認について 

建築物の基礎地盤の確認は重要なことであり、当工事では若年泥岩（通称クチャ）であるが、双方立

会によりボーリング柱状図と比較し確認している。立会写真や記録簿からみて基礎地盤は適正に確認さ

れたものと思われる。 
 
５）施工監理（監督）に関して 

工事中の監督業務は適時実施されており、工事監理も試験・検査の立会及び結果の確認など適切であ

り工事監理日誌や立会記録写真に記録され、また、重要事項の確認・記録は工事打合せ簿を活用してい

るなど、施工監理は適切に行われている。 
＊建築工事監理業務委託（契約）について 

   工事監理業務は設計業者と同じ業者に委託され、しかも同じ管理技術者が対応していることは適切でない。

国交省通達（平成 13 年 2 月）でも指導しているように、工事監理業者の選定においては委託業務の透明性や

客観性から、また品質確保の観点から第三者性を確保することを優先するのが適切と思われるので、今後の配

慮が望まれる。 

 

Ⅰ-３ 現場施工状況調査における所見 

本調査時点における工事進捗状況は、外部足場が未だ残っている状況であるが躯体工事はほぼ完了し

ている。各階で内装工事に入っているが、まだ各所に床板ｺﾝｸﾘｰﾄ養生中の支保工も残っている状態であ

り、計画工程にやや遅れ気味であるが追い込み最中の様相である。 
[施工管理] 
工事記録写真や現場検分の限りでは、施工方法と施工状態、検測、場内の整理整頓、周辺仮囲い柵の

管理状態、立入禁止区域の設定、標識類の設置（必要な標識として場外塀に建設業許可票・労災成立

票・建退共適用票・施工体系図が掲示されているが、共同企業体全ての構成員の建設業許可票の掲示が

望ましい）、通路の確保等、総体的に良好な施工管理状況である。特に打ち放しコンクリートの仕上が

りは良好である。また、進入路・現場周辺の掃除、ゴミ拾い、駐車場設置など地域住民への配慮は適切

である。今後も引き続き配慮が望まれる。ただ、以下の事項について今後も配慮が望まれる。 
  ① 室内の搬入資材の保管（りん木や養生シートの設置） 

② 構内の適所への照明配置（フロアーの隅や階段部）と投光器の適切な設置（直接床上に設 
置している） 

③ VOC 削減対策の徹底（掲示板下地の合板使用） 
 

[安全管理] 
今年 4 月に 1 工区 JV で墜落事故が発生しているが、それ以降現在まで 56,000 時間無事故であり、
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日常の安全管理は行き届いているものと思われる。ただ、今後工事は構内外で益々輻輳していくが以下

の事項について十分な配慮が望まれる。 
① 構内外の安全通路の確保や通勤車駐車場の確保 
② 作業間の連絡、工程の調整、機械設備配置の調整、作業所内の巡視（元方安全衛生管理者の職務） 
③ 各所の喫煙所の設置（灰皿、消火器、表示札の設置） 

 

Ⅱ 首里石嶺町地内送配水管布設替工事 

Ⅱ-１ 工事概要 

 1) 工事場所 那覇市那覇首里地区 
 2) 工事内容   ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管      仕切弁 消火栓 
 φ100 ㎜ DCIP L=430.7ｍ 4 基 3 基 
       φ200 ㎜ DCIP L=225.0ｍ 1 基 2 基 

 φ250 ㎜ DCIP L=208.0ｍ 1 基 
 φ450 ㎜ DCIP-NS  L=227.0ｍ 
 3) 工事請負業者 (株)永山組  [8 社による指名競争入札] 
 現場代理人；川満 豊和（1 級管工事施工管理技士資格） 
 主任技術者；上地 安悦（2 級管工事及び 1 級土木施工管理技士資格） 
 4) 設計業務委託業者  （株）ｼﾋﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（平成 15 年度） 

           施工監理  自主監理 
5)   工事費 設計金額  ¥ 40,866,000 円（消費税含む） 

                           請負金額    ¥ 39,585,000 円（消費税含む） 
                          落札率        98.8% (対予定価格／事前公表) 
        6)  工事期間 平成 16 年 8 月 4 日～平成 17 年 1 月 20 日 
 7) 工事進捗状況 進捗率 計画 44.1 % 実施 44.0 % 
 8) 入札年月日    平成 16 年 7 月 28 日 
 9) 契約年月日 平成 16 年 8 月 4 日 
 
Ⅱ-２書類調査における所見 

[事業目的] 
本工事は石嶺地域の安定供給を目的として、施工箇所は 
① 市道石嶺福祉ｾﾝﾀｰ線街路工事に伴う一部（石嶺ポンプ場～新川配水池間）の箇所（昭和 47 年当

時の老朽管）の送・配水管（φ200～φ450 ㎜） 
② 市道石嶺 34 号線等の老朽管（昭和 42 年当時のφ100 ㎜）において布設替え工事を行うものであ

る。なお、同工事の石嶺ポンプ場～新川配水池間の送水管φ450 ㎜（延長 270ｍ）には耐震管

（NS 形）を使用してライフラインの耐震化を図っている。 
 
[建設に際して配慮したこと] 
設 計 
① 工事コスト縮減策と耐震性向上策として、φ300 ㎜以上の幹線では耐震管を使用しているが、経済

性も考慮して免震性の考え方に基づいた継手構造の NS 形ダクタイル鋳鉄管を採用している。 
② 管種選定に際しては流通性及び経済性、施工性、耐震性などを考慮して、現在主流のものから本市

の実情にあった管種として一般的なダクタイル鋳鉄管を主として選定している。 
③ その他配慮事項として、埋戻に再生材や良質の掘削発生土の使用、工事中発生するアスフアルト殻

及びコンクリート殻のリサイクルプラントへの処分、エコマーク認定品の利用などを行っている。 
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工事中の環境対策 
① 狭い道路で住宅地内の工事であり、低騒音型掘削機械の使用や迂回路看板の設置など配慮している。 
② 沿道住民への地元説明会やチラシの配布など住民の理解を得るよう配慮している。 

 
[調査結果] 
工事関係書類については、一部書類に業者の提出遅れや工事写真や工事日報に不備な点があったが、全般

的には必要なものは用意し、整備している。別紙「工事監査調書」（調査対象書類）から提示された書類を

検分し、疑問点は直接担当者に質し、当工事の計画・設計・仕様、積算・契約、施工管理・品質管理及び施

工監理等の各段階における技術的事項の実施態様について重点的に調査した。その結果は特に留意が望まれ

る事項があり、監督員の指導と業者の対応に不足感があったが総括的に良好であると判断され、特に指摘す

べき重大な問題点はない。 
なお、各項目についての所見及び留意事項は、以下に示す通りである。 

１）設計図書に関する書類について 
＊特記仕様書（記載事項）の改善に関して 
工事施工において重要な設計図書であり、入札前の見積時に現場の制約条件を示す「施工条件」を明示

することは重要なことであり、昨年或いは一昨年に注意を促していた特記仕様書の記載事項として、工事

実績情報の登録、下請負通知及び施工体系図の掲示、水圧等の通水検査、土木工事安全施工指針、写真管

理などについて明示されたことは高く評価できるものである。今後も工事施工に関係する技術的、かつ重

要事項の明示について十分な配慮が望まれる。 
２）積算に関する書類について 

設計内訳書を重点的に検分する限りでは、積算資料として「水道事業標準歩掛表(日本水道協会)」(平
成 16 年度)、「土木工事標準積算基準書(沖縄県土木建築部)」（平成 16 年度）及び「実施設計単価表

(沖縄県土木建築部)」等に従い、市水道部独自開発のソフトにより積算している。単価表にないものは

本工事にはないが業者見積りを３社以上からとり、最安値で単価設定している。本工事では何れも適切

に単価を決定し、予め決められた積算ルールに従い適正に積算しており妥当な積算であると認める。ま

た、積算のチエックは、積算業務の性格上から設計、検算、審査を 3 人により行っており、内部統制

機能が確立している。 
３）契約に関する書類について 

契約関係書類を検分する限りでは、 
① 市内 A ランク業者の指名競争入札による契約方式 
② 見積期間（指名通知 7 月 12 日、入札 7 月 28 日とその間平日 10 日以上あり） 
③ 前払金保証・工事履行保証（何れも西日本建設業保証会社による保証） 
④ 現場代理人届・主任技術者届（経歴書、資格証の提示、工事カルテの提出あり） 
⑤ 工事保険等の加入（特記仕様書の明示通りの法定外労災保険と請負者賠償責任保険に加入し、そ

の証の提示あり） 
⑥ 下請業者届（下請負通知書で 1 社が通知されているが、相指名業者であり施工体制としては適切

でない） 
など関係書類はよく整備されている。 
 
＊施工体制の適正化に関して 

（１）本工事の下請負業者は 1 社で、相指名業者が届出され実際に工事を行っているが、このことは昨

年度の水道工事でも同様の施工体制であったように思われる。今回の調査でも判明され、届出の主

任技術者は常駐せず、現場代理人も現場の把握ができていないため調査時の質問の返答が覚束ない

ようでは、両者が現場に不在気味であり下請け任せと受け取れ、建設業法で禁じた一括下請形態の
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常態化が疑われる。後述するがこのような施工体制は不備であり、施工管理に弊害が出る場合があ

る。「公共工事入札・契約適正化法」が施行され 2 年経過し、国は既に次なる「公正・透明で競

争性の高い市場」を目指した構造改善プログラムも推進中であり、不適切な下請形態は届出での段

階から施工管理台帳や施工体系図でチエックできるはずであり、発注者が取組むべきガイドライン

に則り、点検等の措置を行うことが望まれる。 
（２）配管技能者の指定 

水道工事標準仕様書に示している通り、水道工事特有の重要なこととして登録制配管技能者の届

出制度がある。これは言うまでもなく、水道給水の安全性及び長期にわたる機能保持を第一に考え

た処置であり、請負者は工事着手に先立ち、配管技能者の経歴書と本人の写真を提出しなければな

らない。また、配管作業中は届出の配管技能者であることが識別できる腕章等の着用も必要である。

今では強要しないとのことであったが不適切なことであり、改める必要がある。 
 
４）施工管理・品質管理に関する書類について 
（１）施工計画書に関して 

承諾願による工務課長までの承諾手続きであり、様式の項目及び内容を「施工計画記載事項チ

エックシート」で点検しているが何れも適切である。ただ、特記仕様書の技術的な特記事項に対す

る対策や緊急時の資機材の準備についての記述がない。今後は施工計画書の承諾時に「チエック

シート」を活用され、より一層の施工計画書の内容充実を図られたい。 
（２）工事日報の押印に関して 

請負業者が提出した工事日報の全てに監督員及び課長の押印があるが、毎日の出面と作業内容や

配管材の使用状況を報告しているだけのようであり、監督指示・打合せ事項の内容など場合により

確認のため押印の必要があるかも知れないが、それ以外では押印する必要はない。 
また、請負業者の会社印の押印があるが、工事日報には現場代理人の個人印で用はなすと思われ

るので検討が望まれる。 
 
５）施工監理（監督）に関係する書類 

工事中の監理業務は適時実施されており、試験・検査の立会及び結果の確認など簡略な内容である

が工事監督日誌、工事打合せ簿に記録している。ただ、立会時の記録写真が少ない。また、重要事項

の確認は工事打合せ簿に記録されているが、内容が指示、協議、通知、承諾、提出、報告かが明確で

ない。標準的な工事打合せ簿となるよう見直しが必要である。 
 

Ⅱ-３ 現場施工状況調査における所見 

本調査時点における工事進捗状況は出来高 44％程度と、ほぼ計画工程通りである。調査時には作業

を雨後で休止していたので管布設工事や掘削・土留め工事の施工状況は現地で検分できなかった。 
 
＊全般的な施工管理状況について 

工事記録写真や現場事務所を検分の限りでは施工法、場内の整理整頓、道路使用と防護処置の状況

などは不明瞭であるが、現場事務所内の掲示物の標識を見たが必要な標識の建設業許可票、労災成立

票、施工体系図の掲示や労働安全衛生法で決められた作業主任者の選任と氏名掲示などはなかった。 
また、作業基地（資材置場）を検分したが、写真に示すとおり本管や部品の保管状況、即ちりん木、

養生シート、汚れ防止策、部品保管かご、排水などは十分でなく、出入口柵も単管を組んだ簡単なも

ので立入禁止看板もない状態であり、使用者としての管理は適切でない。このような状況から推察す

るに、元請け業者としての管理責任を果たしているとは言い難い状況であり、前述したとおりの施工

体制不備の弊害が出ているものと思われ、適切な指導が望まれる。 
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Ⅲ 平成 15 年度天久公園整備工事（土木 6） 

Ⅲ-１ 工事概要 

 1) 工事場所 那覇市天久地内 
 2) 工事内容   ２号橋上部工 

鋼桁架設工     一式（重量 120ｔ/トラッククレーン架設） 
現場塗装工   一式（77ｍ2） 
床版工     一式（ｺﾝｸﾘｰﾄ V=100ｍ3） 
仮設工  一式（ﾍﾞﾝﾄ工 2 基、板張防護工他） 

 3) 工事請負業者 金秀建設(株)・横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ JV  [7JV による指名競争入札] 
  代表者 金秀建設(株)   
 4) 設計業務委託業者 (株)ホープ設計（修正/平成 15 年度） 

           施工監理      自主監理 
        5)   工事費 設計金額  ¥ 117,600,000 円（消費税含む） 
                          請負金額   ¥ 112,350,000 円（消費税含む） 
                         落札率       96.7% (対予定価格／事前公表) 
        6)  工事期間 平成 16 年 4 月 26 日～平成 16 年 12 月 21 日 
 7) 工事進捗状況 進捗率 計画 77.9 % 実施 81.5 %(10 月末現在) 
 8) 入札年月日    平成 16 年 4 月 20 日 
 9) 契約年月日 平成 16 年 4 月 23 日 
  
Ⅲ-２書類調査における所見 

[事業目的] 
天久公園（全体面積約 18ha）は防災公園として平成 18 年度完成をメドに毎年整備を進めているが、

今対象事は車道で分断されている県道部に歩道橋を設置し、災害時の避難広場へのスムーズな経路を確保

するため 2 号橋を建設するもので、調査対象は上部工である。 
 
[建設に際して配慮したこと] 
設 計 
 工事コスト縮減策としてアルミ亜鉛溶射システム（MS 工法）を採用し、将来に亘る鋼桁のライフサイ

クルコスト削減を目指して設計している。 
工事中の環境等対策 
① 現場周辺に新興商業地区として大型店舗が隣接しているため、交通対策に注意し工事用車輌、特に

大型車の搬入時には交通誘導員を配置し交通渋滞や事故防止に配慮している。 
② 橋桁架設は大型クレーンによる工法のため夜間に交通規制を行い桁搬入、架設した。 
③ 道路上での作業が主になるため、飛来・落下物には特に注意し安全管理を行っている。 
④ 現場で使用する機械は排出ガス対策・低騒音・低振動の低公害型を採用している。 

 
 [調査結果] 

工事関係書類は、必要にして十分であり、かつよく整備されている。別紙「工事監査調書」（調査対象書

類）から提示された書類を検分し、疑問点は直接担当者に質し、当工事の計画・設計・仕様、積算・契約、

施工管理・品質管理及び施工監理等の各段階における技術的事項の実施態様について重点的に調査した。そ

の結果は特に留意が望まれる事項はあるが、適切な監督員の指導と業者の対応が伺え、総括的に良好である

と判断され、特に指摘すべき重大な問題点はない。 
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なお、各項目についての所見及び留意事項は、以下に示す通りである。 
 
１）設計図書に関する書類について 
（１）設計図面（タイトル欄等の記載事項）に関して 

設計図面のタイトル欄に「設計年月」の記載がなく、土木構造物の維持管理のためには設計年月を

記録しておくことは重要なことであり、「設計条件」欄には適用仕様書（道路橋示方書・同解説）の

発行年度と編名を正確に記載しておく必要がある。また、「橋梁一般図」は道路台帳などと長く保管

される重要な設計図面であり、「設計条件」欄の記載事項（設計水平震度）は下部工図と上部工図と

は標準的で統一した記述が必要と思われ、工事の竣工までに図面の修正が望まれる。 
（２）設計図面（CAD データ）の請負業者への貸与に関して（各工事の共通事項） 

通常設計委託した場合、特に特殊な形の橋梁上部工の設計図面には著作権（知的所有権）が設定さ

れていると思われるので、設計図面の CAD データを請負業者に貸与しているが、貸与に当たっては

不正利用や部外流出防止のため、借用書等を提出させ注意を促す必要がある。著作権のうち、特に著

作物を守る「著作人格権」は他人に譲渡できないものとして著作物の公表や著作物の改変など無断で

利用されないよう法律で制限している。既に国や県レベルでは著作権を規定している「公共工事設計

業務等委託業務契約約款」を使用しており、当市においても既に検討中とのことであるが、知的所有

権に関する契約約款条項の改正が必要と思われる。 
 
２）積算に関する書類について 

設計内訳書を重点的に検分する限りでは、積算資料として「土木工事標準積算基準書(沖縄県土木建

築部)」（平成 16 年度）及び「実施設計単価表(沖縄県土木建築部)」に従い、一部（ケーブル工、横取

り工）は「橋梁架設工事の積算(日本建設機械化協会)」の歩掛りを使用し、沖縄県建設技術センターが

作成した「沖縄県市町村土木工事積算システム」ソフトにより積算している。個々の歩掛り設定として、

鋼桁運搬では桁製作会社の大阪工場からの海上運搬になるため建設物価版から、また、特殊工法のアル

ミ亜鉛溶射システムは業者見積り（MS 工法協会員）により決定している。何れも適切に単価を決定し、

予め決められた積算ルールに従い適正に積算しており妥当な積算であると認める。また、積算のチエッ

ク体制については工事設計書（表紙）に示すとおり、設計、検算(精査)、審査(係長)の 3 人による役割

分担が明確であり内部統制機能が確立している。ただ、桁架設工法は大型クレーン架設で積算している

が、他の工法と比較して選定した根拠を明確にしておく必要がある。 
 
３）契約に関する書類について 

契約関係書類を検分する限りでは、 
① 市内 A ランク業者と鋼桁メーカーによる共同企業体の指名競争入札による契約方式 
② 見積期間（指名通知 3 月 30 日 入札 4 月 20 日とその間平日 15 日以上あり） 
③ 前払金保証・工事履行保証（何れも西日本建設業保証会社による保証） 
④ 現場代理人届・監理技術者届（経歴書、資格証コピ-、工事カルテの提出、及び健康保険証の提示

あり） 
⑤ 工事保険等の加入（請負者賠償責任保険、法定外労災保険の加入証の提示あり） 
⑥ 主任技術者の変更届（11 月 1 日付で現任者へ変更） 

   ⑦ 下請業者届（施工体制台帳及び施工体系図の提出あり） 
など、関係書類はよく整理され何れも適正である。 

 
４）施工管理・品質管理に関する書類について 

[各種の提出書類] 
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施工計画書（項目及び内容を「施工計画書記載事項チエックシート」でチエックしているが何れも適

切）、工事日報、工事記録写真、再生資源利用/促進計画書、材料承諾願 [山城生コン工業那覇工場/配
合報告書及び計算書、骨材関係試験成績表、ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応試験表、セメント試験成績表（琉球セメン

ト）、ｺﾝｸﾘｰﾄ技士登録証（各種報告書に検印あり）、特に配合設計では塩分量及び水セメント比 W/C
とも規定値以下]等、関係書類はよく整備され何れも適正である。また、鋼桁の現場作業における現場

溶接箇所の X 線検査、高力ボルトの締付け検査、塗装試験、出来形精度など試験結果の報告書が提出

されており、何れも適正である。 
 
５）施工監理（監督）に関係する書類について 

工事中の監督業務は適時実施されており、各種の試験・検査の立会及び結果の確認、段階確認など何

れも適切であり工事監督日誌、工事打合せ簿、立会記録写真に記録されており監督業務は適切に行われ

ている。 
なお、昨年度には同 2 号橋の下部工事を調査したが、その時と比べ適切な監督員の指導が伺える。 

 
Ⅲ-３ 現場施工状況調査における所見 

本調査時点における工事進捗状況は、出来高 82％程度と予定より進んでいる。 
現場では、既に別件の取付擁壁工事が始まっており、当工事では [写真-2]のとおり床版コンクリート

の打設後の養生中で、鋼桁最終工程の桁カバーの取付工事中である。工事記録写真や現場検分の限りでは、

施工状態、アーチリブアンカー保護コンクリートの仕上がり、現場周辺の仮囲い柵の設置、場内の整理整

頓、昇降用足場及び安全看板の設置など総体的に良好で、施工管理は適切であると思われる。今後も現場

に隣接する大型商業施設から丸見えの状態で通行車や通行者が多い中、場内の整理整頓、立入禁止の注意

看板の設置、夜間の注意照明、外部侵入者に対する危険箇所の排除など、十分な配慮が望まれる。 
また、昨今彼方こちらでよく起こっていることであるが、既に橋台壁面に心ない落書きがあり、市民の

大切な公共財を守る立場から落書き者達に対しても防護の処置は必要と思われる。 
 

Ⅳ 真嘉比古島第二街路及び整地工事(その 3) 

Ⅳ-１ 工事概要 

 1) 工事場所    那覇市真嘉比古島第二地区 
 2) 工事内容 6・7 街区 土工 一式、 擁壁工(PL、L 型、重力式等) 一式、雑工 一式 
     9 街区  土工 一式、 擁壁工(PL、L 型、重力式等) 一式 

6-6-7 街区 土工 一式、 擁壁工(PL、L 型、重力式等) 一式、雑工 一式 
 3) 工事請負業者  當銘土建(株) [14 社による指名競争入札] 
   4) 設計業務委託業者 （株）与那嶺測量（平成 15 年度業務） 
      施工監理 自主監理 
    5) 工事費 設計金額  ¥ 64,400,000 円（消費税含む） 
 請負金額    ¥ 63,000,000 円（消費税含む） 
 落札率   99.0% (対予定価格／事前公表) 
 6) 工事期間 平成 16 年 8 月 25 日～平成 17 年 1 月 21 日 
 7) 工事進捗状況 進捗率 計画 64% 実施 30%(現在 34％の遅れ) 
 8) 入札年月日 平成 16 年 8 月 18 日 
 9) 契約年月日 平成 16 年 8 月 24 日 
 
Ⅳ-２書類調査における所見 

[事業目的] 
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真嘉比古島第二土地区画整理事業は当地区における公共施設の整備改善と、宅地の利用増進を図り、住居

環境の改善と健全な市街地形成を目的に事業を進めているもので、地区面積約 51.4 ha で、事業施行期間は

1988 年 12 月から開始し、’03 年 1 月に見直し変更を行って、現在の進捗率（事業費ベース）は平成 15
年度末 59％、今年度末 67％予定であり平成 19 年度完成を目指している。本地区は昭和 35 年頃から近年

までに全域がスプロール化し、道路、公園等の公共施設及び下水道整備が立ち遅れ、著しく住環境が悪化

している地域であり、早急な整備が望まれている。 
 
[建設に際して配慮したこと] 
設 計 
① 工事コスト縮減策として、擁壁設計に当り経済性や施工性と共に、合理的な設計を考慮してコンク

リート二次製品の使用を図っている。 
② 発生土の残土処理や建設副産物（アスフアルト殻やコンクリート殻）は運搬先を指定するなど、再

利用促進を図っている。 
工事中の環境等対策 
① 現場は住宅や商業施設が混在した地区であり、工事施工中は周辺住民の生活道路と駐車場の確保を

第一としている。 
② 雨天には赤土の流出防止用土嚢等の設置（県条例）や、天気が続けばほこり

．．．
飛散防止のための散水

の励行など周辺住民への配慮が行き届いている。 
③ 掘削する土が島尻泥岩（通称クチャ）であり民家に近接した擁壁工事では切土のり面からの落石等

に注意し安全管理を行っている。 
④ 現場の機械は排出ガス対策・低騒音・低振動の低公害型を使用している。 

 
 [調査結果] 

工事関係書類は必要にして十分であり、かつよく整備されている。別紙「工事監査調書」（調査対象書

類）から提示された書類を検分し、疑問点は直接担当者に質し、当工事の計画・設計・仕様、積算・契約、

施工管理・品質管理及び施工監理等の各段階における技術的事項の実施態様について重点的に調査した。そ

の結果は特に留意が望まれる事項はあるが、適切な監督員の指導と業者の対応が伺え、総括的に良好である

と判断され、特に指摘すべき重大な問題点はない。 
なお、各項目についての所見及び留意事項は、以下に示す通りである。 

 
１）設計図書に関する書類について 
＊特記仕様書の記載事項に関して 

当工事の特記仕様書は土地区画整理事業の街路築造及び整地工事として、台風等の災害対策、環境

保全対策、工事用道路の安全対策、監督員詰所等の仮設備、地下埋設物等の工事支障物件、建設リサ

イクル、使用材料仕様、施工管理、その他工事保険・工事カルテ等、関係ある施工条件など細かく必

要事項を明示しており何れも適切である。ただ、特記仕様書の「9.現場における工事管理」の項目で

は、9-2）に「請負金 1 億円以上では主任技術者、又は監理技術者を置かなければならない」ことと、

9-3-2）に「主任技術者は専任の者でなければならない」ことと記述し、9-3-3）では「現場代理人と

主任技術者は別々に定めること」としている。現行の建設業法第 26 条の「公共性のある重要な工事

（土木工事では 2500 万以上）では工事現場毎に専任の主任技術者を置くこと」となっており、特記

事項としての表現に誤解を招く恐れがあり、今後検討が望まれる。 
 
２）積算に関する書類について 
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設計内訳書を重点的に検分する限りでは、積算資料として「土木工事標準積算基準書(沖縄県土木建

築部)」（平成 16 年度）に従い、「沖縄県市町村土木工事積算システム」(沖縄県建設技術センター)ソ
フトにより積算している。単価設定の資料の優先順位は①実施設計単価表(沖縄県土木建築部)、②建設

物価・積算資料版、③業者見積り（今工事ではなし）として単価決定している。何れも適切に単価を決

定し、予め決められた積算ルールに従い適正に積算しており妥当な積算であると認める。また、積算の

チエック体制については工事設計書（表紙）に示すとおり、設計、検算(精査)、審査(係長)の 3 人によ

る役割分担が明確であり内部統制機能が確立している。 
 
３）契約に関する書類について 
契約関係書類を検分する限りでは、 
① 市内 B ランク業者の指名競争入札による契約方式 
② 見積期間（指名通知 8 月 3 日 入札 8 月 18 日とその間 15 日間であるが、平日 15 日以上として 5
日間の短縮願を提出している） 

③ 前払金保証・工事履行保証（何れも西日本建設業保証会社による保証） 
④ 現場代理人届・主任技術者届（経歴書、資格証コピ-、工事カルテの提出あり） 
⑤ 工事保険等の加入（請負者賠償責任保険、法定外労災保険の加入証の提示あり） 
⑥ 工期の設定（同種工事で過去の実績により 150 日とした） 
⑦ 工事工程表届（工事工程表はﾊﾞｰﾁｬｰﾄ式で工程曲線表示のもの） 
⑧ 下請業者届（1 社で、施工体制台帳及び施工体系図の提出あり） 
など、関係書類はよく整理され何れも適正である。 

 
４）施工管理・品質管理に関する書類について 

[各種の提出書類] 
施工計画書（項目及び内容を「施工計画書記載事項チエックシート」でチエックしているが何れも適

切）、工事日報、工事記録写真、再生資源利用計画書、材料承諾願（山城生コン工業那覇工場/配合報

告書及び計算書、骨材関係試験成績表、ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応試験表等、塩分量及び水セメント比 W/C とも規定

値以下）、琉球砕石（真栄平鉱山の出鉱証明書あり）等、関係書類はよく整備され何れも適正である。 
＊特定建設作業の届出に関して 
当工事では未だ特定建設作業の届出をせず、当該工事を行っている。市街地の指定地域内で特定建設

作業を伴う建設工事（規定のバックホウやコンプレッサー等を使用する作業）を施工する場合は、周辺

状況を考慮して適切な「騒音・振動の防止の方法」を記入して作業開始日の 7 日前に市関係窓口に届

ける必要があり、適切な業者への指導が望まれる。 
＊工期の遅れに関して 

11 月末の計画工程では 63.7％で、実施工程 29.9％と予定の半分しか進まず大幅に遅れており、工程

遅れの主な要因は、地権者の仮換地変更による工事着手の遅れと度重なる台風災害による遅れである。

この遅れに対し、施工班の増設による施工体制の強化すると共に、工期延期が必要とのことである。 
 
５）施工監理（監督）に関係する書類について 

工事中の監督業務は適時実施されており、各種の試験・検査の立会及び結果の確認、段階確認など何

れも適切であり工事監督日誌、工事打合せ簿、立会記録写真に記録されており監督業務は適切に行われ

ている。 
 
Ⅳ-３ 現場施工状況調査における所見 

本調査時点における工事進捗状況は、出来高 30％程度と予定より大幅に遅れている。 
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[施工管理] 
小雨の中の調査であったが、工事記録写真や現場検分の限りでは、施工方法と施工状態、コンクリート

擁壁等の出来栄え、隣接家屋等への養生、搬入資材の保管状況、場内の整理整頓、道路掃除などの施工環

境など、総体的に良好で、適切な施工管理が伺える。 
[安全管理] 
作業主任者の選任と氏名表示、第三者への安全・注意看板の設置、保安帽など装具の装着、仮通路や迂

回路の設置、現場の仮囲いの設置、緊急連絡先の表示など何れも適切である。特に擁壁工事の掘削のり面

の養生や緊急時のため、土のう、養生シート、木矢板等の配置を施工計画書に示しており、現場事務所に

現に準備されていることは評価できる。 
 

Ⅴ 16 工区識名地内公共下水道工事 

Ⅴ-１ 工事概要 

 1) 工事場所    那覇市識名地内 
 2) 工事内容 土圧式推進工 φ2600 ㎜ L=30.05ｍ 

 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工   PC-BOX□-2400×2400 ㎜ L=20.47ｍ 
 特殊人孔設置工 N=2 基 
 MH＃2 4700×3000 深さ h=8.35ｍ(1 基) 
 MH＃3 4100×2100 深さ h=7.52ｍ(1 基) 
 付帯工（ｱｽﾌｱﾙﾄ舗装復旧） A=493.1ｍ2  
 3) 工事請負業者  琉球開発(株) [21 社による公募型指名競争入札]   
 4)  設計業務委託業者 北斗設計（株）（平成 13 年度） 
      施工監理 自主監理 
    5) 工事費 設計金額  ¥ 139,230,000 円（消費税含む） 
 請負金額    ¥ 135,450,000 円（消費税含む） 
 落札率   98.5% (対予定価格／事前公表) 
 6) 工事期間 平成 16 年 8 月 3 日～平成 17 年 2 月 15 日 
 7) 工事進捗状況 進捗率 計画 23.6 % 実施 14.8 %（現在 8.7％の遅れ） 
 8) 入札年月日 平成 16 年 7 月 27 日 
 9) 契約年月日 平成 16 年 8 月 2 日 
  
Ⅴ-２ 書類調査における所見 

[事業目的] 
現在の識名地区には西側の識名霊園から、東側は南原町の一部を含む広い区域（約 73ha）から雨水が

流入しており、しかも最下流の識名団地付近では豪雨時にしばしば浸水被害が生じている。この浸水被害

の解消を目的に平成 14 年度より雨水排水施設の建設を進めているものである。計画はこの地域に流入す

る雨水全体の約 8 割（59.7ha）を分水し、識名公園駐車場内から県道部を経て、一日橋交差点付近で国

場川に排水する雨水排水管渠を新設する工事の一部である。那覇市下水道整備状況は汚水整備率 87.1%、

雨水整備率 45.0%で市全体の面整備率は 90%を超えた。 
 
[建設に際して配慮したこと] 
設 計 
工事コスト縮減策として、全体計画で人孔間隔（延長）を長くすることや道路埋設基準の改正に伴う埋

設深さの見直しを行い、当工事では管渠のルート（埋設位置）を種々検討したが、特殊人孔の設置数が計

画延長 432ｍに対し 3 基と減らすに至らなかった。 
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工事中の環境等対策 
① 建設リサイクル法の適用を図り建設リサイクルの促進に努め、再生クラッシャラン、再生アスフア

ルト、再生砂を使用している。 
② 工事は推進工の立孔などの作業基地として市民体育館の駐車場の一部を使用するため、体育館の行

事日に合わせて交通誘導員を配置し駐車場利用者の便宜を図っている。 
③ 推進工事等に使用する機械は排出ガス対策、低騒音・低振動型機種を採用している。 

 
[調査結果] 
工事関係書類は必要にして十分であり、かつよく整備されている。 
別紙「工事監査調書」（調査対象書類）から提示された書類を検分し、疑問点は直接担当者に質し、当

工事の計画・設計・仕様、積算・契約、施工管理・品質管理及び施工監理等の各段階における技術的事項

の実施態様について重点的に調査した。その結果は特に留意が望まれる事項はあったが、適切な監督員の

指導と業者の対応努力が伺え、総括的に良好であると判断され、特に指摘すべき重大な問題点はない。 
なお、各項目についての所見及び留意事項は、以下に示す通りである。 

 
１）設計図書に関する書類について 
＊特記仕様書に関して  
特記仕様書は「施工条件の明示」書として重要な設計図書であり、昨年或いは一昨年に比べ、緊急時の

処置、工事保険の付保内容、環境マネジメントへの対応、再生資源利用・促進などを付記、より標準化さ

れ、項目や内容とも下水道工事用として改訂されていることは評価できる。今後も時流に先立ったより一

層充実した「施工条件の明示」に配慮して頂きたい。 
 
２）積算に関する書類について 
設計内訳書を重点的に検分する限りでは、積算資料として「下水道設計標準歩掛表（国交省）」及び

「土木工事標準積算基準書（沖縄県土木建築部）」に従い、下水道課独自開発のソフトで積算している。

単価設定の資料は優先順位として、①実施設計単価表（沖縄県土木建築部）、②建設物価・積算資料版、

③下水道課単価表（物価調査会調査委託/年 3 回改訂）、④業者見積り（当工事ではなし）を使用して単

価決定している。また、推進工法の選定に当たっては工法比較検討を行い、総合的評価で工法決定してい

る。何れも適切に単価設定を行い、予め決められた積算ルールに従い適正に積算しており妥当な積算であ

ると認める。 
なお、積算チエックについても審査（技査）、精査、設計と 3 人による役割分担が明確である。 

 
３）契約に関する書類について 
契約関係書類を検分する限りでは、 
① 21 社による公募型指名競争入札の契約方式 
② 見積期間（公示 7 月 2 日、入札 7 月 27 日でその間の平日 15 日間あり） 
③ 前払金保証・工事履行保証（何れも西日本建設業保証会社による保証） 
④ 現場代理人届・主任技術者届（経歴書、資格証の提示、工事カルテの提出があるが、両者は特殊

な推進工事の経験が殆どない） 
⑤ 工事保険の加入（法定外労災保険と請負者賠償責任保険に加入し、その証の提示あり） 
⑥ 下請業者届（一次・二次の業者 7 社の届出、施工体制台帳及び施工体系図の提出あり） 

 ⑦ 工期の設定（実績を加味した積み上げ計算） 
など、関係書類はよく整理され、何れも適正である。 

 

875 



             那 覇 市 公 報  号外第６５０号  2005（平成 17）年 2 月 10 日 

４）施工管理・品質管理に関する書類について 
＊施工計画書の内容チエック等に関して 

施工計画書は承諾願による提出手続きの形をとっている。今回調査時に項目及び内容を「施工計画書

記載事項チエックシート」でチエックしてもらったが、工事中の施工管理のポイントとして推進工事中

の坑内や県道等地上での施工管理、薬液注入の影響を受ける立坑等の排水管理（排水基準値の順守と暫

定指針による水質汚濁防止処置）、不測の事故時の対応などがあるが、重要事項の記載が殆どなかった。

しかも、請負業者が社内審査した後に労働安全衛生法第 88 条（ずい道等の建設）に基づく建設工事計

画届を立坑の着手 14 日前に所轄労働基準監督署長へ届出しなければならないが、その届出もしていな

い。元請業者としての注意義務の欠如や、法令順守の違反行為であり早急に業者への指導が必要であり、

今後の工事中の監視体制も見直す必要がある。今後は施工計画書の承諾時に「チエックシート」を活用

し、内容のある施工計画書が提出されるよう十分にチエックができるよう体制等に配慮が望まれる。 
 
５）施工監理（監督）に関係する書類 

工事中の監督業務は適時実施されており、各種の試験・検査の立会及び結果の確認、段階確認など適

切に行われ、工事監督日誌、工事打合せ簿、立会記録写真に記録されている。ただ、「公共工事の品質

確保等」のためにも推進工事のような特殊工事では経験も少なく、技術レベルは業者に比べ低いことは

仕方がないことであるが、「発注者の責任範囲」として適切な監督業務を行うことが求められている以

上、「行政的技術判断」をしなければならないことが多くあり、そのためにも特殊工事と言えども技術

レベルの向上が必要であり、役割分担の意識のなかで個人的努力も必要であると思われる。 
 
Ⅴ-３ 現場施工状況調査における所見 

本調査時点における工事出来高は、出来高 10％程度と計画の 18％より大幅に遅れている。現在、立

坑の築造を行っているところで、発進立坑内で掘削中であり、到達立坑の土留め矢板の施工前の状態で

ある。遅延理由として、ガス等の地下埋設管や架空線の支障物件の移設工事に予想以上の時間を要した

ためとしているが、これら地下埋設物の支障物件の移設は工事用地等と同様の考えが必要と思われ、当

該請負業者と直接関係なく乙の責に帰すことができないもの
．．．．．．．．．．．．．．．

であり、移設等は発注前に解決しておくこ

とが前提であり、現説時や特記仕様書で処理見込み時期などを明示しておく必要がある。ただ、遅延の

対策として工程の見直しや施工班の増設などによる工程短縮の検討中とのことあるが、条件の悪い場所

でもあり監督員の指導と業者の施工努力が重要である。 
 
[施工管理] 
工事記録写真や現場検分した限りでは、仮設基地の管理状況、他の埋設物防護、各種施工の養生、県道

内の仮覆工状況、資材の保管状況、作業主任者の選任と氏名表示、交通整理員の配置、警察との道路使用

協議、周辺道路の掃除など、現場は整然としており良好である。また、事務所前の看板・標識の設置につ

いては[写真-2]のとおり、必要な標識として建設業許可票、労災成立票、建退共適用票、施工体系図は適

切に設置されている。 
 
＊立坑土留め工の点検（不足）について 

 発進立坑の発進側の地盤改良による鋼矢板の変形（15cm 程度のはらみ）が発生しているが、変形度合

いが大きく、専門家による点検を受け安全を確認してから次工程に進む必要がある。また、鋼矢板の腹起

し材は鋼材片を取り付けた程度で隙間が大きく開いており、正規のコンクリートによる裏込めを施工する

必要がある。 立坑として土留め工を設置している間は、点検員を配置して定期的に点検を行い、周辺地

盤・地下水位・土留め工などに異常が発見された場合は直ちに事故防止のための措置を講じなければなら
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ない。また、緊急時を想定して現場に資材や機械等を配置、準備しておく必要がある。 
 
むすび 
公共工事によってもたらされる建築物、工作物等は、長期間にわたって市民の利用に供されるものであ

るから、変化に適応し、かつ、諸条件を克服した優れたものであることが要請されるものである。また、

公共工事のしめる行財政上の諸比率は高く、その合理的、かつ、経済的な執行は極めて重要である。工事

は科学技術の向上や市民生活の質的変化など、社会の進展に従ってその内容も複雑・高度化する傾向にあ

る。他方、場所や周辺環境等で悪条件の工事も多く、安全・適正な工事の施工が容易でない場合も多い。

こうした点から、工事の監査においては当該工事が適法、かつ、合理的・能率的に行われたか、また、そ

れは経済的に妥当なものであるかなどの点について、十分な審査等が求められる。今回の工事監査は主に

計画、設計、積算、契約、施工、維持管理等について、経済性、効率性、安全性、及び諸手続が適正に確

保されているかを主眼として実施した。監査結果としては、全般的におおむね適正に処理されている。 
しかし、下記のことは、土木、建築工事において見直しが必要であるので検討されたい。 

 
1 学校建築におけるシックスクール症候群対策について（建築工事課） 
学校建築におけるシックハウス対策が建築基準法でも規制されるようになり、また文部科学省の「学校

環境衛生基準」でも濃度測定が必要となっている。当該設計図特記仕様書においても有害物質対策として

合板、塗装等のＶＯＣ（揮発性有機化合物）を含まない材料の採用が配慮されている。施工中の木工事に

おいて一部掲示板下地において合板使用が見受けられたが、今後は具体的に濃度指針値、測定方法、削減

策等の特記事項について「ＶＯＣ削減特記仕様書」を基に、より充実した施工管理に留意されたい。 
 

２ 設計等委託業務の契約約款の条項見直しについて（各工事の共通事項） 
 建築物・工作物等の設計では知的創作が伴う著作権の設定が必要な場合がある。那覇市業務委託契約約

款において著作権に関する見直しが未だ出来てない状況にある。著作物を守る「著作人格権」（他人に譲

渡できないもの）は著作物の公表や著作物の改変など無断で利用されないよう法律で制限しているが、著

作権の及ぶ範囲を成果物の引渡しに際し明確にしておく必要がある。また、設計委託時に著作権（知的所

有権）が設定されている設計図面のＣＡＤデータを請負業者に貸与する時には不正利用や部外流出防止の

ため、借用書等を提出させ注意を促す必要がある。 
国、県において既に規定している「公共工事設計業務等委託業務契約約款」を参考に、知的所有権に関

する業務委託契約約款の条項見直しについて検討されたい。 
 
３ 建築工事監理業務委託について（建築工事課） 
当該工事の工事監理業務と設計業務が同一業者に委託されている。建築工事監理業務委託契約について

は国土交通省通達（平成１３年２月）の委託方針「原則、設計業務の受注者と異なる者と契約すること。

原則、工事監理業務の管理技術者は設計業務の管理技術者と別の者とすること。」にあるとおり、委託業

務の透明性や客観性から、また品質確保の観点から第三者性を確保するのが適切とされており、見直しに

ついて検討されたい。 
 
４ 現場代理人、主任技術者、施工管理状況について（水道局工務課） 
当該工事においては施工管理（工事状況写真の目的が不明）、安全管理（資材置場の出入口の管理、雨

天時の配管資材へ土砂跳入がみられる）には多くの施工体制不備が見受けられる。建設工事請負契約約款

には現場代理人、主任技術者を定めて工事現場に常駐・専任するように定められており、請負工事に関す

る全てのことを把握し適正かつ円滑に施工しなければならない。監督職員は設計書、契約書、図面、仕様

書及び関係法規を十分理解するとともに、常に請負者の管理状況及び工事現場の実態を把握し、工事が完
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全に施工されるよう指揮監督に留意されたい。 
 

５ 相指名業者の下請形態について（水道局工務課） 
当該工事の下請負業者は相指名業者が届出られ実際に工事を行っている。「公共工事入札・契約適正化

法」からも公正・透明で競争性の高い市場を求められており、昨年度も指摘したところであるが改善の跡

が見受けられない。相指名業者への下請は談合の温床となりやすいことや事前に利益供与の意図があった

のではないかと推測されたり、丸投げを助長させ、疑念を抱かせることにより信頼を失う基になる。建設

工事の適正な施工の確保について、不適切な下請契約を締結させないよう厳重に注意されたい。 
 
６ 配管技能者の指定について（水道局工務課） 
当該工事において配管技能者は指定されていない状況にある。工事標準仕様書にあるとおり、管布設作

業に従事する配管技能者は、豊富な実務経験と知識を有した者でなければならない。また、工事施工に当

たり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理員、現場代理人等が容易に識別できるような

腕章の常時着用が義務づけられている。監督職員は設計書、契約書、図面、仕様書及び関係法規を十分理

解するとともに、常に請負者の状況及び工事現場の実態を把握し、工事が完全に施工されるよう指導監督

の徹底に努められたい。 
 

７ 特定建設作業の届出について（真嘉比古島区画整理事務所） 
当該工事現場においては隣接する建物の軒先まで掘削してプレキャスト擁壁の設置工事があり、低騒

音・低振動型建設機械を使用されている。騒音振動対策技術指針等、関連法令並びに仕様書の規定を遵守

の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題について、施工計画及び工事実施の各段階に置いて十分

に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。施工状況から基準値以上の騒音振動が発生する

ことも考慮して特定建設作業の届出を提出されるよう、監督員及び請負業者のさらなる施工管理に留意さ

れたい。 
 
８ 工期の遅れについて（真嘉比古島区画整理事務所） 
当該工事の進捗状況は計画６４％、実施３０％となっている。進捗状況遅れの主な要因は地権者の仮換

地変更による工事着手の遅れと、度重なる台風襲来によるとの説明であるが、建設工事請負約款第２１条

（乙の請求による工期の延長）は天候不良、関連工事の調整への協力等、請負者の責に帰すことが出来な

い事由によるものは工期の延長変更に対処しなければならない。しかしながら、工事の進捗状況に影響す

る権利関係の処理、建物移転等、諸問題は発注者側で工事工程に影響のないように解決しておかなければ

ならない。請負者にとっては工期が延長することにより無駄な諸経費の支出が発生することになる。当工

事が工期内に完了出来るように施工体制の強化を図り、今後は工事の発注時期に当たっては十分留意され

たい。 
 

９ 施工計画書のチェックについて（下水道建設課） 
当該工事では推進工法に伴う坑口薬液注入作業があり、薬液注入の影響を受ける立坑の排水管理（排水

基準値の遵守と暫定指針による水質汚濁防止処置）、突発的な事故への対応等について施工計画書には重

要事項の記載が殆ど記載されていない。環境対策については関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒

音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検

討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。また、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、

交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打ち合わせを行うとともに、道路標識、区

画線及び道路標示に関する命令、道路工事現場における標示施設等の設置基準及び道路工事保安施設設置

基準に基づき安全対策を講じなければならない。建設現場の事故については常日頃の安全管理怠慢から発

878 



             那 覇 市 公 報  号外第６５０号  2005（平成 17）年 2 月 10 日 

生するものであり、監督職員、請負者は工事現場はもちろんのこと隣接する地域の安全管理及び環境保全

に十分留意されたい。 
 
１０ 監督職員技術の向上について（下水道建設課） 
 当該工事は技術経験の少ない推進工事であるが、発注者の責任範囲として適切な監督業務を行うことが

求められている以上、行政的技術判断をしなければならないことが多くあり、技術職員としての技術レベ

ルの向上が必要である。個人的技術の研鑽に努められ、適切な施工管理に当たられるよう努力されたい。 
 
１１ 建設工事計画届について（下水道建設課） 
当該工事は立坑深１０ｍ以下、土圧式推進工法であることから労働基準監督署への届出をしていないと

のことであるが、公共工事に関する各種法令の適用については、発注者側、請負業者側とも当然に理解し

て遵守するべきものである。特に下水道工事では人命に関わる重大な事故が発生しており各関係機関と十

分調整して各種申請については徹底管理して指導監督に努められたい。 
 
１２ 発進立坑鋼矢板について（下水道建設課） 
発進立坑鋼矢板の変形については薬液注入による周辺地盤の膨張による影響が生じたことによるとの説

明を受けた。当該発進立坑に事故が発生した場合の周辺地域に与える影響は計り知れないものがあり、土

木工事安全施工技術指針、建設機械施工安全技術指針、建設工事公衆災害防止対策要綱等を参考に、常に

工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。また、作業員全員の参加による

安全訓練等の実施について確実に実施していただきたい。なお、施工期間中の安全管理には十分注意し、

点検員を配置し定期的に点検を行い、周辺地盤・地下水位等に異常が発見された場合は直ちに事故防止の

ための措置が講じなければならない事は当然のことであるが、今後の作業に当たっては矢板切断時の土砂

崩壊など緊急事態に対処できるよう、安全な施工管理を実施するうえから専門家の助言診断を求められる

よう努められたい。 
 
 なお、監査結果については、項目ごとに所見を述べて、その都度担当者に改善等について指摘した。担

当部局では、これらの項目について十分検討を加えられ、安全対策の強化はもとより、施工程度の良い、

かつ災害に強い構造物の建設に向けて、今後とも一層の努力をされたい。 
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